
特定継続的役務提供とは 

1. エステティックサロン 

2. 語学教室 

3. 家庭教師等 

4. 学習塾 

5. パソコン教室 

6. 結婚紹介サービス 

 

 

役務提供期間 

(ア) エステティックサロンは 1か月を超えるもの 

(イ) 語学教室、家庭教師等、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービスは 2ヶ月を

超えるもの 

 

 

契約金額 

いずれも 5万円を超えるもの 

 

 


